
請 願 文 書 表 

１ 請願第３－４号 「ＮＨＫ及びＮＨＫ委託会社による夜間訪問営業の規制を求める意

見書」の提出を求める請願  （総務委員会付託） 

１ 受 理 年 月 日 令和３年11月10日 

１ 紹 介 議 員 佐 直 友 樹 

１ 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名 

（請願書原文写） 

「ＮＨＫ及びＮＨＫ委託会社による夜間訪問営業の規制を求める意見書」の提出を

求める請願 

令和３年５月３日、朝日新聞社の全国世論調査にて「テレビを設置している人は受信料

を支払わなければならない」ことについて、納得できないと回答した人が64％にも上るこ

とが明らかとなった。仮に現行の受信料制度の維持を前提とするのであれば、ＮＨＫはど

のように国民に理解を求めていくのか。 

一つの手段として委託会社による訪問営業が行われているが、受信料の支払いに納得で

きない方が多数を占める中での訪問営業は当然ながらトラブルが発生しやすい。そのよう

な中、令和２年12月３日にＮＨＫ会長前田晃伸氏は定例記者会見にて放送受信契約を結ぶ

ための営業活動に関し、トラブルの増加や成功確率の低さを指摘したうえで従来の訪問に

頼る方法を「抜本的に見直す」と述べた。また、ＮＨＫホームページ（11月１日現在）に

は以下のような文章が掲載されている。 

「（前略）公共メディアの役割や受信料制度の意義についての説明に努め、「新しい生

活様式」に対応した訪問によらない効率的・効果的な営業活動に取り組みます。また、ご

契約いただいている皆さまとの結びつきの強化や、満足度を高める取り組みを推進し、視

聴者のみなさまにより信頼されるＮＨＫとなるために努力してまいります。」 

しかし実際に行われた「抜本的な見直し」や「訪問によらない効率的・効果的な営業活

動」とは訪問員の削減にとどまり、現在も訪問営業は行われている。これについてのＮＨ

Ｋの回答は「検討中」とのことである。 

私は2019年６月から2020年10月までＮＨＫ委託会社の訪問員として訪問営業を行ってい

た経緯があり、前田会長の言う数々のトラブルに遭遇し目の当たりにしてきた。特に夜間

の訪問においては不適切な時間であることが多い為、訪問先では警戒されることが多々あ

る。その理由の一つとして20時以降の営業訪問は法律で禁止されていると誤解している国

民が多数存在する為である。しかしＮＨＫの訪問時間には法令による規制はなく、現状は



実質24時間、訪問営業ができる状態である。営業成績がすべてである職業柄、リスクや罪

悪感があったとしても生活の為と、非常識な時間帯の訪問を余儀なくされていた。 

私が経験したトラブルとして21時40分頃に高齢者の女性宅に訪問した際に、家族に相談

すると言い110番通報されてしまった事がある。家族の了承を得ないと契約ができないと主

張される方に対しては、目の前で家族に連絡を取ってもらい、了承を頂くことになってい

る。実際は、その女性には身寄りがなく、不安に苛まれて110番通報をしたとのことだった。

今となっては様々な特殊詐欺が横行する中、夜間に独り身の高齢者宅へキャッシュカード

等の個人情報を求める行為は警戒されて当然である。また、当時の私の上司に至っては、

夜間に電気の付いていない敷地の中へ侵入してゴルフクラブで殴打されるという事件に巻

き込まれている。家主が泥棒と勘違いしたとのことだったが、一歩間違えれば命を落とし

ていたかもしれない事例である。警察沙汰にならなかったとしても、営業成績の良い訪問

員の中には夜間に訪問宅の前で「○○さん、お金を払ってください」といった大声を出す

手法を用いる者もいる。どのような事情であれ公共放送に携わる者の行為としては不適切

であり、仮に訪問先が生活に困窮されている方だとしたら、寒心に堪えない話である。こ

れは表面化していないトラブルの一例に過ぎず、その他にも就寝の阻害や飲酒中の方の対

応等、夜間の訪問営業は相応のリスクを伴うものであり、現在も犯罪の温床を放置し続け

ている状態である。 

上記の理由から、国民の64％が「テレビを設置している人は受信料を支払わなければな

らない」ことについて、納得できないと感じている事に加えて、非常識な時間帯の訪問営

業による強制的な契約や集金業務は、前田会長の指摘の通り、トラブルの増加を招くもの

であり、抜本的な見直しが必要不可欠である。その一方で、受信契約総数が15年ぶりにマ

イナスになってしまったこともあり、直ちに訪問営業を廃止するのは困難であることは理

解できる。しかし、規模の縮小や期間に関わらず訪問営業を継続するのであれば、訪問時

間には特定商取引法や貸金業法の準用ないし参考とした規制（20時～８時は訪問禁止）が

必要と考える。訪問時間についての違法性と法規制の必要性については東京弁護士会山本

麻白弁護士の意見書（別紙）も参考にしていただきたい。 

私もかつて国民に対し公共放送という国民にとって確かな情報を提供する営利を目的と

しない事業に信頼を寄せ、ＮＨＫ委託会社に所属し訪問営業を行ってきた。本来であれば

誇らしい仕事であるはずである。しかしながら公共放送の理解促進という役割を担うＮＨ

Ｋの訪問営業の実態は委託会社によるインセンティブ制度が導入された営利を目的とした

事業であって、特定商取引法等の適用外（クーリングオフ不可、訪問時間規制無し等）と

いう放送法の利点を狡猾に行使できたものが勝つという競争社会であった。結果として行

き過ぎた訪問営業が原因でＮＨＫ自体、訪問先から疎まれる存在になってしまったことに

深く落胆している。放送法64条第１項は国民の義務であることは言うまでもないが、社会

常識から外れた訪問営業はあってはならない。 



令和２年12月定例会に提出された「ＮＨＫ戸別訪問の廃止を求める意見書の提出を求め

る請願」の不採択の経緯から市川市議会はＮＨＫの訪問営業に対し肯定的な立場であると

察する。その点においては議会の決定に従い尊重したい。しかしながら受信料という極め

て税金に近しい財源で支えられている公共の福祉のためのＮＨＫが、公共の福祉に反する

ような時間帯に訪問営業を行い、結果としてトラブルや犯罪が起きるようなことは決して

あってはならない。訪問する側と訪問される側、互いの安全のためにも下記項目を請願す

る。 

請願項目 

上記の内容を「ＮＨＫ及びＮＨＫ委託会社による夜間訪問営業の規制を求める意見書」

として地方自治法第99条に基づき、市川市議会として衆議院議長、参議院議長、内閣総理

大臣、総務大臣に提出することを求める。 

令和３年11月10日 

市川市議会議長 

金 子  正 様 





請 願 文 書 表 

１ 請願第３－５号 市川市塩浜工業地区の水害対策に関する請願（建設経済委員会付託） 

１ 受 理 年 月 日 令和３年11月17日 

１ 紹 介 議 員 つちや 正 順 つかこしたかのり 鈴 木 雅 斗 

廣 田 德 子  中 町 け い  中 村 よしお 

青 山 ひろかず  小 泉 文 人  秋 本 のり子 

かつまた 竜 大 西 村 敦 中 山 幸 紀 

荒 木 詩 郎  松 永 修 巳  松 井 努 

竹 内 清 海 

１ 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名 

（請願書原文写） 

市川市塩浜工業地区の水害対策に関する請願 

 日本列島は近年、台風やゲリラ豪雨の影響で、各地に甚大な被害をもたらし、内水・浸

水・土石流の被害が多発し、残念なことに多くの死傷者が発生しています。 

 本市でも道路冠水による通行不能などの被害が市内各所で発生し、住宅、事務所、車両

への浸水によって、市民（個人・法人）にも多大な影響をもたらしています。 

 市川市塩浜協議会は1971年４月に設立され、現在会員数40社を数え、我が国経済の成長、

市川市の発展に貢献してきたものと自負しております。 

 本市塩浜地区は、市の産業基盤を成す工業地域であり、市の安定した税収と全国的な物

流の中心地として、市内外に重要な役割を果たしていますが、台風やゲリラ豪雨など、集

中的な大雨による浸水被害が多く確認されています。 

 このような状況を踏まえ、浸水被害地域や今後の浸水被害が懸念される地域の再点検を

行い、被害を減らすための整備を進める必要があります。 

そこで、市川市において下記の事項を実現していただきたく請願いたします。 

記 

１．塩浜工業地区をはじめ、市川市内全ての道路の冠水対策を早期に進めてください 

２．市民への浸水情報を迅速にわかりやすく発信してください。あわせて通行止めや進入

禁止の警告を発信してください 



３．塩浜地域における過去の浸水被害地域・浸水被害が懸念される地域の再点検を早急に

実施し、被害を防ぐための整備を進めてください 

４．塩浜地域の懸案事項である、市川港へ通ずる下水道ルートの改善を図ってください 

５．政府及び千葉県に対し、高潮災害防止にかかる補助金の増額を求める意見書を提出し

てください 

令和３年11月17日 

市川市議会議長 

金 子  正 様 
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